
○

中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
注
記
）

（
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
注
記
）

第
五
条
の
十
八

中
間
貸
借
対
照
表
日
に
お
い
て
、
企
業
が
将
来
に
わ
た
つ
て
事

第
五
条
の
十
八

中
間
貸
借
対
照
表
日
に
お
い
て
、
債
務
超
過
等
財
務
指
標
の
悪

業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
（
以
下
「
継
続
企
業
の
前
提
」
と
い
う
。
）
に

化
の
傾
向
、
重
要
な
債
務
の
不
履
行
等
財
政
破
綻
の
可
能
性
そ
の
他
会
社
が
将

重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
つ

来
に
わ
た
つ
て
事
業
を
継
続
す
る
と
の
前
提
（
以
下
「
継
続
企
業
の
前
提
」
と

て
、
当
該
事
象
又
は
状
況
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
を
し
て
も

い
う
。
）
に
重
要
な
疑
義
を
抱
か
せ
る
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
場
合
に
は

な
お
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
重
要
な
不
確
実
性
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
中
間
貸
借
対
照

一

当
該
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容

表
日
後
に
お
い
て
、
重
要
な
不
確
実
性
が
認
め
ら
れ
な
く
な
つ
た
場
合
は
、
注

二

継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
重
要
な
疑
義
の
存
在

記
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

三

当
該
事
象
又
は
状
況
を
解
消
又
は
大
幅
に
改
善
す
る
た
め
の
経
営
者
の
対

一

当
該
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容

応
及
び
経
営
計
画

二

当
該
事
象
又
は
状
況
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策

四

当
該
重
要
な
疑
義
の
影
響
を
中
間
財
務
諸
表
に
反
映
し
て
い
る
か
否
か

三

当
該
重
要
な
不
確
実
性
が
認
め
ら
れ
る
旨
及
び
そ
の
理
由

四

当
該
重
要
な
不
確
実
性
の
影
響
を
中
間
財
務
諸
表
に
反
映
し
て
い
る
か
否

か
の
別
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○

四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
注
記
）

（
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
注
記
）

第
二
十
一
条

四
半
期
貸
借
対
照
表
日
に
お
い
て
、
企
業
が
将
来
に
わ
た
っ
て
事

第
二
十
一
条

四
半
期
貸
借
対
照
表
日
に
お
い
て
債
務
超
過
等
財
務
指
標
の
悪
化

業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
（
以
下
「
継
続
企
業
の
前
提
」
と
い
う
。
）
に

の
傾
向
、
重
要
な
債
務
の
不
履
行
等
財
政
破
綻
の
可
能
性
そ
の
他
会
社
が
将
来

重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ

に
わ
た
っ
て
事
業
を
継
続
す
る
と
の
前
提
（
以
下
「
継
続
企
業
の
前
提
」
と
い

て
、
当
該
事
象
又
は
状
況
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
を
し
て
も

う
。
）
に
重
要
な
疑
義
を
抱
か
せ
る
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、

な
お
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
重
要
な
不
確
実
性
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
四
半
期
貸
借
対

一

当
該
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容

照
表
日
後
に
お
い
て
、
重
要
な
不
確
実
性
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
は
、

二

継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
重
要
な
疑
義
の
存
在

注
記
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

三

当
該
事
象
又
は
状
況
を
解
消
又
は
大
幅
に
改
善
す
る
た
め
の
経
営
者
の
対

一

当
該
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容

応

二

当
該
事
象
又
は
状
況
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策

四

当
該
重
要
な
疑
義
の
影
響
を
四
半
期
財
務
諸
表
に
反
映
し
て
い
る
か
否
か

三

当
該
重
要
な
不
確
実
性
が
認
め
ら
れ
る
旨
及
び
そ
の
理
由

四

当
該
重
要
な
不
確
実
性
の
影
響
を
四
半
期
財
務
諸
表
に
反
映
し
て
い
る
か

否
か
の
別
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○

四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
注
記
）

（
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
注
記
）

第
二
十
七
条

四
半
期
財
務
諸
表
等
規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
四
半
期
連
結

第
二
十
七
条

四
半
期
連
結
決
算
日
に
お
い
て
債
務
超
過
等
財
務
指
標
の
悪
化
の

財
務
諸
表
提
出
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「

傾
向
、
重
要
な
債
務
の
不
履
行
等
財
政
破
綻
の
可
能
性
そ
の
他
会
社
が
将
来
に

四
半
期
貸
借
対
照
表
日
」
と
あ
る
の
は
「
四
半
期
連
結
決
算
日
」
と
、
同
条
第

わ
た
っ
て
事
業
を
継
続
す
る
と
の
前
提
（
以
下
「
継
続
企
業
の
前
提
」
と
い
う

四
号
中
「
四
半
期
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
」
と
読

。
）
に
重
要
な
疑
義
を
抱
か
せ
る
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
次

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
事
象
又
は
状
況
が
存
在
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容

二

継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
重
要
な
疑
義
の
存
在

三

当
該
事
象
又
は
状
況
を
解
消
又
は
大
幅
に
改
善
す
る
た
め
の
経
営
者
の
対

応
四

当
該
重
要
な
疑
義
の
影
響
を
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
に
反
映
し
て
い
る
か

否
か
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○
「

中
間

財
務

諸
表
等

の
用

語
、

様
式

及
び

作
成

方
法
に

関
す
る
規
則
」
の
取
扱
い
に
関
す
る
留
意

事
項
に

つ
い
て

改
正

案
現

行

５
の

1
8
－

１
規

則
第

５
条

の
1
8
に

規
定

す
る

継
続

企
業

の
前

提
と

は
「

中
間

監
査

基
準

」
５

の
1
8
－

１
規

則
第

５
条

の
1
8
に

規
定

す
る

継
続

企
業

の
前

提
と

は
「

中
間

監
査

基
準

」
、

、
に
い

う
継
続

企
業

の
前
提

を
い

う
も
の

と
す
る

。
に

い
う

継
続
企

業
の

前
提
を

い
う
も

の
と

す
る
。

５
の

1
8
－

２
財

務
諸

表
等

規
則

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

８
の

2
7
－

２
及

び
８

の
2
7
－

３
の

取
扱

い
５

の
1
8
－

２
財

務
諸

表
等

規
則

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

８
の

2
7
－

２
の

取
扱

い
は

、
規

則
第

５
条

の
は

規
則
第

５
条

の
1
8に

規
定
す

る
継
続

企
業

の
前
提

に
関

す
る
注

記
に
つ

い
て

準
用
す

る
1
8
に
規
定

す
る

継
続
企

業
の
前

提
に

関
す
る

注
記

に
つ
い

て
準
用

す
る
。

、
。

５
の

1
8
－

３
規

則
第

５
条

の
1
8
の

注
記

に
お

い
て

、
前

事
業

年
度

の
財

務
諸

表
に

お
い

て
財

５
の

1
8
－

３
規

則
第

５
条

の
1
8
の

注
記

に
お

い
て

、
前

事
業

年
度

の
財

務
諸

表
に

お
い

て
財

務
諸

表
等

規
則

第
８

条
の

2
7
の

規
定

に
よ

り
注

記
し

た
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
務

諸
表

等
規

則
第

８
条

の
2
7
の

規
定

に
よ

り
注

記
し

た
継

続
企

業
の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

不
確

実
性

が
中

間
貸

借
対

照
表

日
に

お
い

て
存

在
す

る
場

合
に

は
、

中
間

貸
借

対
照

表
日

ま
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

中
間

貸
借

対
照

表
日

に
お

い
て

存
在

す
る

場
合

に
は

、
中

間
貸

で
の

期
間

に
お

け
る

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

変
化

も
含

め
て

記
載

す
る

こ
と

に
留

意
す

借
対

照
表

日
ま

で
の

期
間

に
お

け
る

当
該

事
象

又
は

状
況

の
変

化
も

含
め

て
記

載
す

る
こ

と
る
。

に
留
意

す
る
。

（
削

る
）

５
の

1
8
－

４
規

則
第

５
条

の
1
8
の

注
記

に
お

い
て

、
中

間
貸

借
対

照
表

日
に

お
い

て
存

在
し

た
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

中
間

貸
借

対
照

表
日

後
に

解
消

又
は

大
幅

に
改

善
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

旨
及

び
そ

の
経

緯
も

含
め

て
記

載
す

る
こ

と
に
留

意
す
る

。

５
の

1
8
－

４
規

則
第

５
条

の
1
8
第

２
号

に
規

定
す

る
重

要
な

疑
義

を
生

じ
さ

せ
る

よ
う

な
事

５
の

1
8
－

５
規

則
第

５
条

の
1
8
第

３
号

に
規

定
す

る
経

営
者

の
対

応
及

び
経

営
計

画
に

つ
い

象
又

は
状

況
を

解
消

し
、

又
は

改
善

す
る

た
め

の
対

応
策

に
つ
い

て
は

、
前

事
業

年
度

の
決

て
は

、
前

事
業

年
度

の
決

算
日

に
お

け
る

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑
義

を
抱

か
せ

る
事

算
日

に
お

け
る

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

に
特

段
の

変
化

が
な

け
れ

象
又

は
状

況
に

特
段

の
変

化
が

な
け

れ
ば

、
少

な
く

と
も

当
中

間
会

計
期

間
の

属
す

る
事

業
ば

少
な
く

と
も

当
中
間

会
計

期
間
の

属
す
る

事
業

年
度
の

末
日

ま
で
に

講
じ
る

対
応

策
を

年
度

の
末

日
ま

で
の

経
営

計
画

等
を

、
前

事
業

年
度

の
決

算
日

に
お

け
る

継
続

企
業

の
前

提
、

、
前

事
業

年
度

の
決

算
日

に
お

け
る

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

に
大

き
な

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
に

大
き

な
変

化
が

あ
る

場
合
、

あ
る

い
は

、
前

変
化

が
あ

る
場

合
又

は
前

事
業

年
度

の
決

算
日

に
お

い
て

継
続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

事
業

年
度

の
決

算
日

に
お

い
て

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か
せ

る
事

象
又

は
状

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

も
の

の
、

当
中

間
会

計
期
間

に
継

続
企

業
の

前
提

に
関

況
が

存
在

し
て

い
な

か
っ

た
も

の
の

、
当

中
間

会
計

期
間

に
継

続
企

業
の
前

提
に

重
要

な
疑

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

新
た

に
認

め
ら

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

に
つ

い
て

は
、

少
な

く
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

発
生

し
た

場
合

に
つ

い
て

は
、

少
な

く
と

も
当

中
間

会
計

と
も

当
中

間
会

計
期

間
の

中
間

貸
借

対
照

表
日

の
翌

日
か

ら
１

年
間
に

講
じ

る
対

応
策

（
期

間
の

中
間

貸
借

対
照

表
日

の
翌

日
か

ら
１

年
間

の
経

営
計

画
等

を
記

載
す
る

こ
と

に
留

意
必

す
る
。

ず
し

も
、

事
業

年
度

の
末

日
を

超
え

て
、

翌
事

業
年

度
に

属
す

る
中

間
会

計
期

間
の

中
間

貸
を

記
載

す
る

こ
と

に
留

意
借

対
照

表
日

ま
で

の
期

間
に

対
す

る
も

の
で

あ
る

必
要

は
な

い
）

す
る

。

５
の

1
8
－

５
中

間
貸

借
対

照
表

日
後

に
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
生

じ
さ

せ
る

よ
５

の
1
8
－

６
中

間
貸

借
対

照
表

日
後

に
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

、
（

。
）

う
な

事
象

又
は

状
況

が
発

生
し

た
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
又

は
状

況
が
発

生
し

中
間
会
計

期
間

が
属
す

る
事
業

年
度

当
該
中
間

会
計
期
間
を

除
く

改
善

す
る

た
め

の
対

応
を

し
て

も
な

お
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

認
以

降
の

財
政

状
態

、
経

営
成

績
及

び
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

の
状

況
に

重
要

な
影

響
を

及
ぼ

め
ら

れ
、

中
間

会
計

期
間

が
属

す
る

事
業

年
度

（
当

該
中

間
会

計
期

間
を

除
く

）
以

降
の

す
場

合
に

は
、

当
該

事
象

又
は

状
況

は
規

則
第

５
条

の
２

に
規

定
す

る
後

発
事

象
に

該
当

す
。

財
政

状
態

、
経

営
成

績
及

び
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

の
状

況
に

重
要

な
影

響
を

及
ぼ

す
と

き
る

こ
と

に
留
意

す
る

。
は

、
当

該
重

要
な

不
確

実
性

の
存

在
は

規
則

第
５

条
の

２
に

規
定
す

る
重

要
な

後
発

事
象

に
該
当

す
る
こ

と
に

留
意
す

る
。
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○
「

四
半

期
財

務
諸
表

等
の

用
語

、
様

式
及

び
作

成
方
法

に
関
す
る
規
則
」
の
取
扱
い
に
関
す
る
留

意
事
項

に
つ
い
て

改
正

案
現

行

2
1

規
則

第
2
1
条

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

注
記

に
つ
い

て
は

、
次

の
点

に
留

2
1

規
則

第
2
1
条

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

注
記
に

つ
い

て
は

、
次

の
点

に
留

意
す

る
。

意
す
る

。
１

継
続

企
業

の
前

提
と

は
「

四
半

期
レ

ビ
ュ

ー
基

準
」

に
い

う
継

続
企

業
の

前
提

を
い

１
継

続
企

業
の

前
提

と
は

「
四

半
期

レ
ビ

ュ
ー

基
準

」
に

い
う

継
続

企
業

の
前

提
を

い
、

、
う
も

の
と

す
る
。

う
も
の

と
す

る
。

２
財

務
諸

表
等

規
則

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

８
の

2
7
－

２
及

び
８

の
2
7
－

３
の

取
扱

い
は

、
継

続
２

財
務

諸
表

等
規

則
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
８

の
2
7
－

２
の

取
扱

い
は

、
継

続
企

業
の

前
提

に
関

企
業

の
前

提
に
関

す
る

注
記
に

つ
い
て

準
用

す
る
。

す
る
注

記
に

つ
い
て

準
用
す

る
。

３
前

事
業

年
度

の
財

務
諸

表
に

お
い

て
財

務
諸

表
等

規
則

第
８

条
の

2
7
の

規
定

に
よ

り
注

３
前

事
業

年
度

の
財

務
諸

表
に

お
い

て
財

務
諸

表
等

規
則

第
８

条
の

2
7
の

規
定

に
よ

り
注

記
し

た
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

四
半
期

貸
借

対
照

表
日

に
お

い
記

し
た

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

が
四

半
期

貸
借

対
て

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

四
半

期
貸

借
対

照
表

日
ま

で
の

期
間

に
お

け
る

当
該

重
要

な
照

表
日

に
お

い
て

存
在

す
る

場
合

に
は

、
四

半
期

貸
借

対
照

表
日

ま
で

の
期

間
に

お
け

る
不
確

実
性

の
変
化

も
含

め
て
記

載
す
る

こ
と

に
留
意

す
る

。
当
該
事

象
又

は
状
況

の
変
化

も
含

め
て
記

載
す

る
こ
と

に
留
意

す
る

。
（
削

る
）

４
四

半
期

貸
借

対
照

表
日

に
お

い
て

存
在

し
た

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

が
四

半
期

貸
借

対
照

表
日

後
に

解
消

又
は

大
幅

に
改

善
し

た
場

合
に

は
、
そ

の
旨

及
び
そ

の
経
緯

も
含

め
て
記

載
す

る
こ
と

に
留
意

す
る

。
４

規
則

第
2
1
条

第
２

号
に

規
定

す
る

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
象

又
は

状
況

５
規

則
第

2
1
条

第
３

号
に

規
定

す
る

経
営

者
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

前
事

業
年

度
の

決
算

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
に

つ
い

て
は

、
前

会
計

期
間

（
前

事
業

年
度

日
に

お
い

て
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

存
在

し
た

又
は

前
四

半
期

会
計

期
間

を
い

う
。

こ
の

４
に

お
い

て
同

じ
）

の
決

算
日

に
お

け
る

継
場

合
で

、
当

四
半

期
会

計
期

間
末

ま
で

に
当

該
事

象
又

は
状

況
に

特
段

の
変

化
が

な
い

場
。

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
に

大
き

な
変

化
が

あ
っ

た
場

合
又

は
前

会
計

合
に

は
、

少
な

く
と

も
当

四
半

期
会

計
期

間
が

属
す

る
事

業
年

度
の

末
日

ま
で

の
経

営
者

期
間

の
決

算
日

に
お

い
て

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

な
の

対
応

を
、

前
事

業
年

度
の

決
算

日
に

お
け

る
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
か

っ
た

も
の

の
、

当
四

半
期

会
計

期
間

に
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
せ

る
事

象
又

は
状

況
に

大
き

な
変

化
が

あ
っ

た
場

合
、

あ
る

い
は

、
前

事
業

年
度

末
に

お
が

新
た

に
認

め
ら

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

に
は

、
少

な
く
と

も
当

四
半

期
会

計
期

間
の

い
て

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

が
存

在
し

な
か

っ
た

四
半

期
貸

借
対

照
表

日
の

翌
日

か
ら

１
年

間
に

講
じ

る
対

応
策

（
必

ず
し

も
、

翌
四

半
期

も
の

の
、

当
四

半
期

会
計

期
間

に
継

続
企

業
の

前
提

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

会
計

期
間

の
末

日
ま

で
の

期
間

を
超

え
、

は
状

況
が

新
た

に
発

生
し

た
場

合
に

は
、

少
な

く
と

も
当

該
四

半
期

会
計

期
間

の
四

半
期

当
四

半
期

会
計

期
間

の
末

日
か

ら
１

年
間

に
対

を
記

載
す

る
必
要

が
あ
る

こ
と

に
留
意

す
る

。
貸

借
対

照
表

日
の

翌
日

か
ら

１
年

間
の

経
営

者
の

対
応

を
記

載
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

に
す
る
も

の
で
あ
る
必
要
は

な
い
）

留
意
す

る
。

５
四

半
期

貸
借

対
照

表
日

後
に

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

６
四

半
期

貸
借

対
照

表
日

後
に

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

事
象

又
は

状
況

が
発

生
し

た
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

事
象

又
は
状

況
を

解
消

し
、

又
は

改
状

況
が

発
生

し
、

四
半

期
会

計
期

間
が

属
す

る
事

業
年

度
（

当
該

四
半

期
会

計
期

間
以

前
善

す
る

た
め

の
対

応
を

し
て

も
な

お
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

認
の

期
間

を
除

く
）

以
降

の
財

政
状

態
、

経
営

成
績

及
び

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
の

状
況

。
め

ら
れ

、
四

半
期

会
計

期
間

が
属

す
る

事
業

年
度

（
当

該
四

半
期

会
計

期
間

以
前

の
期

間
に

重
要

な
影

響
を

及
ぼ

す
場

合
に

は
、

当
該

事
象

又
は

状
況

は
規

則
第

８
条

に
規

定
す

る
を

除
く

）
以

降
の

財
政

状
態

、
経

営
成

績
及

び
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

の
状

況
に

重
要

後
発
事

象
に

該
当
す

る
こ
と

に
留

意
す
る

。
。

な
影

響
を

及
ぼ

す
と

き
は

、
当

該
重

要
な

不
確

実
性

の
存

在
は
規

則
第

８
条

に
規

定
す

る
重
要

な
後

発
事
象

に
該

当
す
る

こ
と
に

留
意

す
る
。

（
削

る
）

７
規

則
第

2
1
条

第
３

号
に

規
定

す
る

経
営

者
の

対
応

に
は

、
重

要
な

疑
義

を
解

消
す

る
た

め
の

経
営

計
画

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
内

容
、

重
要

な
疑

義
を

解
消

す
る

た
め

の
経

営
計

画
が

な
い

場
合

に
は

経
営

者
が

継
続

企
業

を
前

提
と

し
て

財
務

諸
表

を
作

成
す

る
こ

と
が

合
理

的
と

判
断

し
た

理
由

が
含

ま
れ

る
。

な
お

、
後

者
の

場
合

に
お

い
て

も
、

債
務

超
過

で
あ

る
と

き
や

重
要

な
債

務
の

不
履

行
等

の
可

能
性

が
高

い
と

き
に

は
、

当
該

事
由

の
解

消
の
見

通
し

等
を
記

載
す
る

こ
と

に
留
意

す
る

。

-5-



○ 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
四
号
の
三
様
式
 

 
 【
表
紙
】
 

 
 

【
提
出
書
類
】
 

四
半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
【
企
業
情
報
】
 

第
１
 
（
略
）
 

第
２
【
事
業
の
状
況
】
 

 
１
 
（
略
）
 

 
２
【
事
業
等
の
リ
ス
ク
】
（
９
－
２
）
 

 
３
・
４
 
（
略
）
 

第
３
～
第
５
 
（
略
）
 

第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

(１
)～

(９
) 

（
略
）
 

(９
－
２
) 

事
業
等
の
リ
ス
ク
 

ａ
 
当
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
当
四
半
期
会
計
期
間
）
に
お
い

て
、
こ
の
報
告
書
に
記
載
し
た
事
業
の
状
況
、
経
理
の
状
況
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
２
条
第
13号

に
規
定
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
（
四
半
期

連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
四
半
期
財
務
諸
表
等
規
則
第
３
条
第
８
号
に
規
定
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
）
。
(11)の

ａ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状
況
の
異
常
な
変
動
等
、
投
資
者
の
判
断
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
の
あ
る
事
項
が
発
生
し
た
場
合
又
は
前
事
業
年
度
の
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
し
た
「
事
業
等
の
リ
ス
ク
」
に
つ

い
て
重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
分
か
り
や
す
く
、
か
つ
、
簡
潔
に
記
載

す
る
こ
と
。
 

ｂ
 
提
出
会
社
が
将
来
に
わ
た
っ
て
事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
又
は

状
況
そ
の
他
提
出
会
社
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
(（

11）
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。
)が

存

在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｃ
 
将
来
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
報
告
書
提
出
日
現
在
に
お
い
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
る

旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

(10) （
略
）
 

(11)  財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
 

ａ
 
こ
の
報
告
書
に
記
載
し
た
事
業
の
状
況
、
経
理
の
状
況
等
に
関
し
て
投
資
者
が
適
正
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
提
出
会
社
の
代
表
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
･フ

ロ
ー
の
状
況
に
関
す
る
分
析
・
検

討
内
容
（
次
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
例
え
ば
、
経
営
成
績
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
要
因
に
つ
い
て
の
分
析
、
資
本

の
財
源
及
び
資
金
の
流
動
性
に
係
る
情
報
）
を
具
体
的
に
、
か
つ
、
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
。
 

(ａ
) 

当
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
当
四
半
期
会
計
期
間
。
以

下
こ
の
ａ
に
お
い
て
同
じ
。）

に
お
け
る
事
業
の
種
類
別
セ
グ
メ
ン
ト
及
び
所
在
地
別
セ
グ
メ
ン
ト
ご
と
の
業
績

の
状
況
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
に
つ
い
て
の
前
年
同
四
半
期
連
結
会
計
期
間
と
の
比
較
・
分
析
。
 

  (ｂ
)・

(ｃ
) 

（
略
）
 

 
 
ｂ
 
「
２
 
事
業
等
の
リ
ス
ク
」
に
お
い
て
、
重
要
事
象
等
が
存
在
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
場
合
に
は
、
当

該
重
要
事
象
等
に
つ
い
て
の
分
析
・
検
討
内
容
及
び
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
を

具
体
的
に
、
か
つ
、
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
。
 

第
四
号
の
三
様
式
 

 
 【
表
紙
】
 

 
 

【
提
出
書
類
】
 

四
半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
【
企
業
情
報
】
 

第
１
 
（
略
）
 

第
２
【
事
業
の
状
況
】
 

 
１
 
（
略
）
 

 
（
新
設
）
 

 
２
・
３
 
（
略
）
 

第
３
～
第
５
 
（
略
）
 

第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

(１
)～

(９
) 

（
略
）
 

(新
設
) 

             (10) （
略
）
 

(11)  財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
 

ａ
 
こ
の
報
告
書
に
記
載
し
た
事
業
の
状
況
、
経
理
の
状
況
等
に
関
し
て
投
資
者
が
適
正
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
提
出
会
社
の
代
表
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
･フ

ロ
ー
の
状
況
に
関
す
る
分
析
・
検

討
内
容
（
次
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
例
え
ば
、
経
営
成
績
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
要
因
に
つ
い
て
の
分
析
、
資
本

の
財
源
及
び
資
金
の
流
動
性
に
係
る
情
報
）
を
具
体
的
に
、
か
つ
、
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
。
 

(ａ
) 

当
四
半
期
連
結
会
計
期
間
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
当
四
半
期
会
計
期
間
。
以

下
こ
の
ａ
に
お
い
て
同
じ
。）

に
お
け
る
事
業
の
種
類
別
セ
グ
メ
ン
ト
及
び
所
在
地
別
セ
グ
メ
ン
ト
ご
と
の
業
績

の
状
況
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
２
条
第
13号

に
規
定
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
四
半
期
財
務
諸
表
等
規
則
第
３
条
第
８
号
に
規

定
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
））

の
状
況
に
つ
い
て
の
前
年
同
四
半
期
連
結
会
計
期
間
と
の
比
較
・
分
析
。
 

(ｂ
)・

(ｃ
) 

（
略
）
 

（
新
設
）
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ｃ
 
（
略
）
 

(12)～
(37) 

（
略
）
 

ｂ
 
（
略
）
 

(12)～
(37) 

（
略
）
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○ 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
五
号
様
式
 

 
 【
表
紙
】
 

 
 

【
提
出
書
類
】
 

半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
【
企
業
情
報
】
 

第
１
 
（
略
）
 

第
２
【
事
業
の
状
況
】
 

 
１
～
３
 
（
略
）
 

 
４
【
事
業
等
の
リ
ス
ク
】
(11－

２
)  

 
５
・
６
 
（
略
）
 

 
７
【
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
】
(13－

２
)
 

第
３
～
第
６
 
（
略
）
 

第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

(１
)～

(11) 
（
略
）
 

(11－
２
)  事

業
等
の
リ
ス
ク
 

ａ
 
当
中
間
連
結
会
計
期
間
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
当
中
間
会
計
期
間
）
に
お
い
て
、
こ

の
報
告
書
に
記
載
し
た
事
業
の
状
況
、
経
理
の
状
況
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
２
条
第
10号

及
び
中
間
財
務
諸
表
等
規
則
第
２
条
の
２
第
４
号
に
規
定

す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
い
う
。
(13－

２
)の

ａ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状
況
の
異
常
な
変
動
等
、
投
資
者
の
判

断
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
事
項
が
発
生
し
た
場
合
又
は
前
事
業
年
度
の
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
し

た
「
事
業
等
の
リ
ス
ク
」
に
つ
い
て
重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
分
か
り

や
す
く
、
か
つ
、
簡
潔
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｂ
 
提
出
会
社
が
将
来
に
わ
た
っ
て
事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
又
は

状
況
そ
の
他
提
出
会
社
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
(（

13－
２
）
の
ｂ
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。
)

が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
。

 

ｃ
 
将
来
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
報
告
書
提
出
日
現
在
に
お
い
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
る

旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

(12)・
(13) 

（
略
）
 

(13－
２
)   財

政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
 

ａ
 
こ
の
報
告
書
に
記
載
し
た
事
業
の
状
況
、
経
理
の
状
況
等
に
関
し
て
投
資
者
が
適
正
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
提
出
会
社
の
代
表
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
に
関
す
る
分
析
・
検

討
内
容
（
例
え
ば
、
経
営
成
績
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
要
因
に
つ
い
て
の
分
析
、
資
本
の
財
源
及
び
資
金
の
流
動
性

に
係
る
情
報
）
を
具
体
的
に
、
か
つ
、
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｂ
 
「
４
 
事
業
等
の
リ
ス
ク
」
に
お
い
て
、
重
要
事
象
等
が
存
在
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
場
合
に
は
、
当

該
重
要
事
象
等
に
つ
い
て
の
分
析
・
検
討
内
容
及
び
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
を

具
体
的
に
、
か
つ
、
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
。
 

ｃ
 
将
来
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
報
告
書
提
出
日
現
在
に
お
い
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
る

旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

(14)～
(45) 

（
略
）
 

第
五
号
様
式
 

 
 【
表
紙
】
 

 
 

【
提
出
書
類
】
 

半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
【
企
業
情
報
】
 

第
１
 
（
略
）
 

第
２
【
事
業
の
状
況
】
 

 
１
～
３
 
（
略
）
 

 
（
新
設
）
 

 
４
・
５
 
（
略
）
 

 
（
新
設
）
 

第
３
～
第
６
 
（
略
）
 

第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

(１
)～

(11) 
（
略
）
 

(新
設
)  

            

(12)・
(13) 

（
略
）
 

(新
設
) 

         (14)～
(45) 

（
略
）
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○ 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
九
号
の
三
様
式
 

 【
表
紙
】
 

 

【
提
出
書
類
】
 

四
半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
【
企
業
情
報
】
 

第
１
・
第
２
 
（
略
）
 

第
３
【
事
業
の
状
況
】
 

 
１
 
（
略
）
 

 
２
【
事
業
等
の
リ
ス
ク
】
（
12－

２
）
 

 
３
・
４
 
（
略
）
 

第
４
～
第
７
 
（
略
）
 

第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

(１
)～

(12) 
（
略
）
 

(12－
２
) 

事
業
等
の
リ
ス
ク
 

第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意
（
９
－
２
）
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

(13)～
(29) 

（
略
）
 

第
九
号
の
三
様
式
 

 【
表
紙
】
 

 

【
提
出
書
類
】
 

四
半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
【
企
業
情
報
】
 

第
１
・
第
２
 
（
略
）
 

第
３
【
事
業
の
状
況
】
 

 
１
 
（
略
）
 

 
（
新
設
）
 

 
２
・
３
 
（
略
）
 

第
４
～
第
７
 
（
略
）
 

第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

(１
)～

(12) 
（
略
）
 

(新
設
) 

 (13)～
(29) 

（
略
）
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○ 

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 

改
 
 
正
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
行
 

第
十
号
様
式
 

 【
表
紙
】
 

 

【
提
出
書
類
】
 

半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
【
企
業
情
報
】
 

第
１
・
第
２
 
（
略
）
 

第
３
【
事
業
の
状
況
】
 

 
１
～
３
 
（
略
）
 

 
４
【
事
業
等
の
リ
ス
ク
】
(14－

２
)  

 
５
・
６
 
（
略
）
 

 
７
【
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
】
(16－

２
)
 

第
４
～
第
８
 
（
略
）
 

第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

(１
)～

(14) 
（
略
）
 

(14－
２
) 

 事
業
等
の
リ
ス
ク
 

第
五
号
様
式
記
載
上
の
注
意
（
11－

２
）
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

(15)・
(16) 

（
略
）
 

(16－
２
)  

 財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
 

第
五
号
様
式
記
載
上
の
注
意
（
13－

２
）
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

(17)～
(34) 

（
略
）
 

第
十
号
様
式
 

 【
表
紙
】
 

 

【
提
出
書
類
】
 

半
期
報
告
書
 

（
略
）
 

第
一
部
【
企
業
情
報
】
 

第
１
・
第
２
 
（
略
）
 

第
３
【
事
業
の
状
況
】
 

 
１
～
３
 
（
略
）
 

 
（
新
設
）
 

 
４
・
５
 
（
略
）
 

 
（
新
設
）
 

第
４
～
第
８
 
（
略
）
 

第
二
部
 
（
略
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

(１
)～

(14) 
（
略
）
 

(新
設
) 

 (15)・
(16) 

（
略
）
 

(新
設
) 

 (17)～
(34) 

（
略
）
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